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平成２９年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（平成２９年３月８日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５３分 開議）

開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番山崎瑞紀さん、７番女鹿聡さんを指

名いたします。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

議案第９号より議案第１４号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 議案第９号より日程第８ 議案第１４号までを一括議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。

岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） －登壇－
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おはようございます。

議案第９号から議案第１３号までの補正予算につきまして、私から一括御提案申し上げま

す。

なお、事項別明細書につきましては、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。

また、議案第１４号の補正予算は、病院事務長から御提案申し上げますので、よろしくお願

いいたします。

議案第９号平成２８年度歌志内市一般会計補正予算（第６号）。

平成２８年度歌志内市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１,９９１万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億４,８４３万７,０００円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費）。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）。

第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

５ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費。

２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、事業名、個人番号カード等交付事業、金額３０万

５,０００円。これは国の個人番号カード交付事業費等補助金を受けて行う個人番号カード等

の発行事業ですが、年度内での完了が見込めないことから、平成２８年度事業の繰り越し事業

として繰越明許するものであります。

第３表、地方債補正。

追加。

起債の目的、公共土木施設災害復旧事業、限度額１,６４０万円。これは８月２０日からの

大雨により被災した公共土木施設の復旧事業を行う財源として地方債を借り入れするものであ

ります。

次に、変更。

起債の目的、過疎地域自立促進特別事業、補正前限度額８００万円に６,１８０万円を増額

し、補正後限度額を６,９８０万円に変更するものであります。

本事業は、市町村の過疎計画に定められたソフト事業を対象とした過疎対策事業債であり、

住宅改修促進助成事業として６,１５０万円を過疎地域自立促進特別事業基金へ積み立て、公

共施設等解体撤去事業の同意予定額を３０万円増額するものであります。

同じく、認定こども園整備事業、補正前限度額１,０６０万円に６００万円を増額し、補正

後限度額を１,６６０万円に変更するものですが、増額の理由は対象経費の増に伴う同意予定

額の増であります。

同じく、市営住宅建設事業、補正前限度額１億７,８２０万円から２,６３０万円を減額し、

補正後限度額を１億５,１９０万円に変更するものですが、減額の理由は入札減に伴う同意予

定額の減であります。

同じく、臨時財政対策債、補正前限度額９,６００万円から１,１４２万７,０００円を減額
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し、補正後限度額を８,４５７万３,０００円に変更するものですが、減額の理由は普通交付税

の算定に伴う同意予定額の減であります。

次に、議案第１０号にまいります。

議案第１０号平成２８年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）。

平成２８年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０２万４,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,８８１万１,０００円とする。

２項は省略いたします。

（地方債の補正）。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

３ページをお開き願います。

第２表、地方債補正。

変更。

起債の目的、流域下水道事業、補正前限度額２００万円から１０万円を減額し、補正後限度

額を１９０万円に変更するものですが、減額の理由は精算による負担金の減額に伴う同意予定

額の減であります。

同じく資本費平準化債、補正前限度額３,１７０万円に３４０万円を増額し、補正後限度額

を３,５１０万円に変更するものですが、増額の理由は、算定方法の見直しによる同意予定額

の増であります。

次に、議案第１１号にまいります。

議案第１１号平成２８年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）。

平成２８年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２５万３,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,５１４万７,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第１２号にまいります。

議案第１２号平成２８年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。

平成２８年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,８１７万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,３２０万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第１３号にまいります。

議案第１３号平成２８年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。

平成２８年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）。
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第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４４８万６,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,７９５万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

以上で、議案第９号から議案第１３号までの補正予算につきまして、一括御提案申し上げま

した。

事項別明細書につきましては、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） それでは、議案第９号から議案第１３号までの補正予算の事

項別明細書につきまして御説明いたします。

今回の補正につきましては、各会計とも年度末における決算見込みに伴う増減調整が大半と

なっております。また、各所管に対しまして、より一層の経費節減に努め、繰越財源の確保を

図るよう求めております。このため、決算では、ある程度の不用額が生じることが予想されま

すが、御理解を賜りたいと思います。なお、予算の執行減や工事等の入札に伴う減額など、多

少の減額補正の説明につきましては簡略することを御理解願います。

それでは、議案第９号の一般会計補正予算の歳出から御説明いたしますので、１９ページを

お開き願います。

１款１項１目とも議会費１節報酬１３９万５,０００円と３節職員手当等６７万７,０００円

の減額補正は、議員の欠員期間に係る議員報酬及び議員期末手当の減で、９節旅費２９万８,

０００円と１３節委託料２６万４,０００円の減額補正は、執行減であります。

次に、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費１６１万４,０００円の減額補

正は、嘱託職員、臨時職員の標準報酬月額の変更及び保険料率の変更に伴う減額であります。

８節報償費１７万６,０００円の減額補正は、嘱託職員の燃料手当の世帯区分の変更等に伴う

嘱託者報償金の減であります。９節旅費３０万円、１１節需用費３０万２,０００円、１２節

役務費７５万円の減額補正は執行減であります。１３節委託料２８６万６,０００円の減額補

正は、整備内容の変更等による電算委託料の減と健康診断等委託料の執行減であります。１８

節備品購入費２３万円の減額補正は、パソコン購入に係る入札減。１９節負担金補助及び交付

金２０万７,０００円の減額補正は、北海道市町村備荒資金組合への負担金の確定による減で

あります。２５節積立金１億８,２５０万円の増額補正の内訳は、決算見込みを勘案しての減

債基金積立金が１億２,０００万円、地方債補正で御説明いたしました過疎地域自立促進特別

事業基金積立金が６,１５０万円、歳入の寄附金と連動した歌志内ふるさと応援基金への積立

金が１００万円であります。

２１ページをお開き願います。

２目企画費１節報酬１３１万９,０００円の減額補正は、地域おこし協力隊の採用時期のず

れ込み等によるもので、８節報償費１６万円、９節旅費１２万１,０００円及び１４節使用料

及び賃借料５０万円の減額補正は、地域おこし協力隊事業に係る執行減であります。

２３ページをお開き願います。

３目広報広聴費は財源区分の変更であります。

５目車両管理費１節報酬５万円の増額補正は、嘱託職員の時間外手当の増で、１１節需用費

３０万円の減額補正は執行減、１８節備品購入費９７万円の減額補正は特別職優先車両の購入

に係る入札減であります。

６目財産管理費１５節工事請負費２２万６,０００円の減額補正は旧文珠浴場解体除却に係
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る入札減で、９目交通安全対策費１８節備品購入費７０万５,０００円の減額補正は交通安全

指導車購入に係る入札減であります。

１０目代替輸送関連事業費２２節補償補填及び賠償金１００万２,０００円の減額補正は、

平成２８年度代替輸送バス運行経費補償金の確定に伴う減で、１２目定住促進費１９節負担金

補助及び交付金１３７万３,０００円の減額補正は定住促進助成事業の減であります。

１３目諸費２３節償還金利子及び割引料２,４７３万１,０００円の増額補正は精算に伴う平

成２７年度生活保護費国庫負担金返還金等であります。

２項徴税費２目賦課徴収費７節賃金３６万６,０００円の減額補正は、事務補助賃金の執行

減であります。

２５ページをお開き願います。

３項１目とも戸籍住民基本台帳費１９節負担金補助及び交付金５４万９,０００円の増額補

正は、繰越明許費で御説明いたしました個人番号カード等交付事業に係る交付金３０万５,０

００円を含む、個人番号カード等関連事務の委任に係る交付金の増で、歳入の国庫支出金にお

いて財源措置をしております。

４項選挙費２目参議院議員選挙費２７万５,０００円の減額補正は、時間外勤務手当及び事

務補助員賃金の執行減で、３目市長選挙費５８７万６,０００円の減額補正と、２７ページに

まいりまして４目市議会議員補欠選挙費１６２万９,０００円の減額補正は、ともに選挙が無

投票であったことに伴う執行経費の減であります。

次に、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１５節工事請負費４５万４,０００円

の減額補正は、文珠会館解体除却に係る入札減で１９節負担金補助及び交付金１０７万１,０

００円の減額補正は臨時福祉給付金の執行減であります。

３目障害者福祉費１９節負担金補助及び交付金１万１,０００円の増額補正は障害支援区分

認定等事業に係る負担金の増で、２０節扶助費４５４万６,０００円の減額補正は決算見込み

に伴う障害者福祉サービス給付事業等に係る扶助費の減であります。

２９ページをお開き願います。

５目医療福祉費１２節役務費１９万３,０００円と２０節扶助費６０５万円の減額補正は、

各種医療費の受診件数の減に伴うもので、２８節繰出金１億４,９１９万１,０００円の増額補

正は国民健康保険特別会計後期高齢者医療特別会計への繰出金ですので、その会計のところで

御説明いたします。

３１ページをお開き願います。

２項老人福祉費１目老人福祉事業費２０節扶助費７７２万４,０００円の減額補正は、入所

者数の減少による老人福祉施設措置費の減であります。

３目介護保険費１３節委託料１０万７,０００円の減額補正の内訳は、利用者の減少による

介護予防支援委託料の減が６０万７,０００円、利用者の増加によるデイサービスセンターへ

の指定管理委託料の増が５０万円であります。１９節負担金補助及び交付金１,２３２万８,０

００円の減額補正は負担金確定に伴う空知中部広域連合負担金の減であります。

３項１目とも生活保護費、２０節扶助費５,１５８万５,０００円の減額補正は決算見込みに

伴う生活保護費の医療扶助費等の減であります。

３３ページをお開き願います。

５項児童福祉費２目児童福祉事業費１９節負担金補助及び交付金４万６,０００円の増額補

正は、砂川市子ども通園センターの運営経費の増に伴う負担金の増で、２０節扶助費６０２万

６,０００円の減額補正の内訳は、受診者数の減に伴う児童手当の減が１７１万円、児童扶養
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手当の減が２６１万円、利用者の減に伴う児童福祉サービス等の減が１７０万６,０００円で

あります。

３５ページをお開き願います。

３目保育所費７節賃金８５万５,０００円の減額補正は保育士及び助手賃金の執行減であ

り、１１節需用費１４万３,０００円の増額補正はボイラー燃料費の増、１３節委託料１６１

万円の減額補正は決算見込みによる広域入所保育委託料の減であります。

４目認定こども園費は財源区分の変更であります。

次に、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費１９節負担金補助及び交付金２万７,

０００円の増額補正は、小児救急医療支援事業に係る道補助金の減額に伴う市負担金の負担額

の増であります。

２目予防費１３節委託料４４３万円の減額補正は検診受診者及び予防接種者の減少に伴う健

康診断等委託料の減であります。

３目環境衛生費１９節負担金補助及び交付金５万円の増額補正は中村共同浴場の廃止に係る

代替浴場施設の利用者増に伴う補助金の増であります。

次に、２項清掃費２目ごみ処理費１２節役務費７０万円の減額補正はじん芥収集運搬事業費

の確定及び指定ごみ袋販売数量の減によるもので、１３節委託料６０万円の減額補正は最終処

分場管理委託料の確定による減であります。

３７ページにまいりまして、１９節負担金補助及び交付金９５万３,０００円の減額補正

は、精算に伴う砂川地区保健衛生組合及び中北空知廃棄物処理広域連合負担金の減でありま

す。

３目し尿処理費１９節負担金補助及び交付金３８万１,０００円の減額補正はし尿共同運搬

の事業費確定による負担金の減であります。

次に、３項１目とも病院費２８節繰出金５,６１８万４,０００円の増額補正は、病院経営健

全化計画に基づく繰り出し基準の増に伴う病院事業会計への繰出金であります。

次に、４項１目とも水道費１９節負担金補助及び交付金３万１,０００円の増額補正は福祉

減免補填負担金の増によるものであります。

次に、６款農林費１項１目農畜費１１節需用費１０万円の減額補正はワイン用ぶどう試験栽

培事業に係る電気料の減、１５節工事請負費４５４万２,０００円の減額補正は同試験栽培の

圃場整備に係る入札減、１８節備品購入費７２万３,０００円の減額補正は軽トラック等の購

入に係る入札減であります。

２項林業費３目治山事業費１５節工事請負費１６万２,０００円の減額補正は神威地区流路

工整備の入札減であります。

７款、３９ページにまいりまして、１項とも商工費１目商工業振興費１９節負担金補助及び

交付金１８万９,０００円の減額補正は、件数の減に伴う保証融資利子補給の減であります。

４目公園費２８節繰出金１２５万３,０００円の減額補正は、市営神威岳観光特別会計への

繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

５目観光費１５節工事請負費４５万４,０００円の減額補正は、道の駅附帯施設の屋根・外

壁塗装及び照明設備改修に係る入札減で、１９節負担金補助及び交付金１１９万４,０００円

の減額補正は観光施設活性化推進事業の確定による補助金の減であります。

６目消費経済対策費１３節委託料１１万６,０００円と１９節負担金補助及び交付金８万９,

０００円の減額補正は、歌志内消費者協会の休会による相談業務委託料及び補助金の減であり

ます。
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８款土木費１項土木管理費１目土木総務費７節賃金２３万６,０００円の減額補正は事務補

助賃金の執行減であります。

２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１１節需用費１５４万３,０００円の減額補正

は、街路防犯灯に係る電気料の減で、２目道路維持費１３節委託料２５５万２,０００円の減

額補正は、道路ストック総点検委託料の減であります。

３目橋りょう維持費１３節委託料７３５万円の減額補正は補助事業不採択による橋りょう改

修事業調査設計委託料の皆減で、４１ページにまいりまして、１５節工事請負費３７０万円の

減額補正は橋りょう改修事業費の減によるものであります。

４項都市計画費２目下水道費２８節繰出金８３６万７,０００円の減額補正は市営公共下水

道特別会計への繰出金ですので、その会計のところで御説明いたします。

４目都市公園費１４節使用料及び賃借料１０万６,０００円の減額補正は、契約単価の見直

しによる土地借上料の減であります。

次に、５項住宅費１目住宅管理費１２節役務費２６万９,０００円の減額補正は執行減で、

１５節工事請負費１７６万６,０００円の減額補正の内訳は、一般修繕２００万円の増と改良

住宅等の屋根改修などに係る６改修事業の入札減３７６万６,０００円であります。

２目住宅建設費１５節工事請負費３,５３５万３,０００円の減額補正は、高齢者専用住宅の

新築及び歌神地区改良住宅解体除却に係る入札減であります。

次に、９款１項とも消防費１目常備消防費は財源区分の変更で、４３ページにまいりまし

て、２目非常備消防費１節報酬６万７,０００円の増額補正は、消防団員の入団等に伴う消防

団員報酬の増であります。

３目消防施設費１３節委託料２１万８,０００円の減額補正は、防火水槽除雪委託料の減で

あり、４目防災費１８節備品購入費１３万６,０００円の減額補正は防災備品の購入に係る入

札減であります。

次に、１０款教育費１項教育総務費３目奨学費１９節負担金補助及び交付金１５２万円の減

額補正の内訳は、対象生徒数の減による高等学校等就学支援金の減が８７万円、利用生徒数の

減による遠距離通学費の減が４０万９,０００円、各種競技大会選手派遣交付金の減が２４万

１,０００円であります。

４目奨学金貸付費は財源区分の変更であります。

５目教育施設用地取得費１７節公有財産購入費１５６万９,０００円の減額補正は旧歌志内

高等学校の公宅跡地の購入額確定による土地購入費の減であります。

次に、２項小学校費１目学校管理費１１節需用費５１万１,０００円の増額補正は、燃料費

及び電気料の増、１３節委託料４７万４,０００円の減額補正は入札減に伴うスクールバス運

行業務委託料の減であります。

２目教育振興費１３節委託料３７万８,０００円の減額補正は、市バス対応による学習サ

ポートスクールバス運行委託の減で、４５ページにまいりまして２０節扶助費５９万１,００

０円の減額補正は申請者の減に伴う要・準要保護就学援助費等の減であります。

３項中学校費１目学校管理費１１節需用費２５万円の増額補正は燃料費の増、１３節委託料

１８万２,０００円の増額補正は除雪委託料の増であります。

２目教育振興費２０節扶助費５３万７,０００円の減額補正は、申請者の減に伴う要・準要

保護就学援助費の減であります。

次に、７項１目とも幼稚園費１１節需用費１１万１,０００円の減額補正は執行減でありま

す。
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次に、５項社会教育費１目社会教育総務費１３節委託料１８万７,０００円の減額補正は、

チャレンジキャンパスの実施回数の減による委託料の減で、２目図書館費１８節備品購入費３

０万円の増額補正は図書購入費寄附金の受け入れに伴う図書購入費の増であります。

４目コミュニティセンター費１１節需用費６４万９,０００円の増額補正の内訳は、ボイ

ラー燃料費の増が８５万２,０００円、電気料の減が２０万３,０００円で、４７ページにまい

りまして、１５節工事請負費２５万１,０００円の減額補正は、受電及び照明設備改修に係る

入札減であります。

５目郷土館費１１節需用費２４万３,０００円の減額補正は執行減で、１５節工事請負費１

５万２,０００円の減額補正は立体映像展示装置整備に係る入札減であります。

６項保健体育費１目保健総務費１３節委託料２４万円と２０節扶助費１１１万５,０００円

の減額補正と、４目学校給食費１１節需用費４５万円の減額補正は執行減であります。

１１款災害復旧費１項土木施設災害復旧費２目一般災害復旧費１５節工事請負費２２７万

６,０００円の増額補正は、８月の大雨により堆積した筍沢河川の土砂浚渫を災害復旧工事で

行うものであります。

４９ページをお開き願います。

３項その他公共・公用施設災害復旧費２目一般災害復旧費１５節工事請負費２３万５,００

０円の減額補正は、一般災害復旧工事に係る入札減であります。

１２款１項とも公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料４０万４,０００円と、２目利

子２３節償還金利子及び割引料３８２万１,０００円の減額補正は、平成２７年度債の利率確

定に伴う減であります。

次に、１４款１項とも職員費１目職員給与費１,３７８万１,０００円の減額補正は、決算見

込みに伴うもので、その主なものは共済組合納付金等の負担利率の変更による共済費の減１,

３１１万２,０００円であります。

５１ページをお開き願います。

１５款１項１目とも予備費２,２１５万７,０００円の増額補正は歳入歳出予算の調整による

ものであります。

なお、５３ページから６４ページは、給与費明細書ですので、御参照を願います。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入を御説明いたしますので、７ページをお開き願い

ます。

なお、歳入の説明に当たりまして、歳出の事業費の増減等と連動している部分につきまして

は、補正理由が重複するため、一部簡潔な説明といたしますので御了承をいただきたいと思い

ます。

１款市税１項市民税２目法人１節現年課税分５００万円の増額補正は、大口納税企業の申告

額の増に伴う法人税割の増であります。

次に、３項１目とも軽自動車税１節現年課税分６０万円の増額補正は、税率変更による増

で、５項１目とも鉱産税１節現年課税分７０万円の増額補正は出炭量の増によるものでありま

す。

次に、６款１項１目とも地方消費税交付金６７０万６,０００円の減額補正は、交付見込み

額の減に伴うものであります。

次に、９款１項１目１節とも地方交付税２億４,７７７万６,０００円の増額補正は、普通交

付税の増であります。普通交付税は１９億９,７７７万６,０００円で交付額が決定されたた

め、現行予算１７億５,０００万円に追加するものであります。なお、前年度と比べ５,２９７
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万６,０００円、２.５８％の減となっております。

次に、１１款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金２節老人福祉施設入所負担金２

９７万３,０００円の増額補正は、措置者の階層区分が上がったことによる入所者一部負担金

の増で、３節児童福祉費負担金５８万８,０００円の減額補正は、児童数の減に伴う保育料一

部負担金の減であります。

次に、１２款使用料及び手数料１項使用料３目商工使用料１節誘致企業向け住宅使用料８３

万４,０００円の減額補正は、入居者の減に伴う使用料の減であります。

４目土木使用料３節住宅使用料１２５万６,０００円の増額補正は、決算見込みによる各種

住宅使用料の増減であります。

５目教育使用料１節幼稚園使用料１６万８,０００円の減額補正は、園児数の減及び多子世

帯に係る特例認定の増に伴う保育料の減であります。

２項手数料、９ページにまいりまして、２目衛生手数料４節ごみ処理手数料８０万円の減額

補正は、指定ごみ袋販売数量の減によるものであります。

次に、１３款国庫支出金１項国庫負担金、１目民生費負担金１節障害者自立支援給付費負担

金から１４節就労自立支援給付費負担金までは、歳出の補正に連動したものでありますので説

明を省略させていただきます。

次に、２項国庫補助金１目総務費補助金１節社会保障税番号制度システム整備費補助金から

２節個人番号カード交付事業費等補助金までと、２目民生費補助金１節市町村地域生活支援事

業費補助金から、１１ページにまいりまして、４節臨時福祉給付金給付事業費補助金までの増

減補正につきましても、歳出と連動しておりますので説明を省略させていただきます。

４目土木費補助金１節住宅地区改良事業費交付金１４７万９,０００円の減額補正と、２節

市営住宅交付金１２万６,０００円の減額補正は、事業費の確定に伴うものであります。３節

社会資本整備総合交付金１,０１７万５,０００円の減額補正は、補助事業の不採択等による事

業費の減に伴うものであります。

次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金２節障害者自立支援給付費負担金か

ら、１２節中学生児童手当負担金までの補正理由は国庫負担金と同様ですので、説明を省略さ

せていただきます。

１３ページにまいりまして、２項道補助金１目民生費補助金２節市町村地域生活支援事業費

補助金から２項衛生費補助金１節保健事業費補助金までの減額補正につきましても、歳出と連

動しておりますので、説明を省略させていただきます。

３目農林費補助金１節治山事業補助金２１万４,０００円の減額補正は、事業費の確定に伴

うもので、２節地域づくり総合交付金３５万円の増額補正はエゾシカ緊急対策事業の補助採択

によるものであります。

次に、３項道委託金１目総務費委託金２節参議院議員選挙費委託金３３万８,０００円と減

額補正は、対象事業費の確定による委託金の減であります。

次に、１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入、２節建物貸付収入２０万４,０

００円の減額補正は、改良住宅集会所使用料の減免による使用料の減であります。

２項財産売払収入１目不動産売払収入１節土地売払収入４３４万６,０００円の減額補正

は、決算見込みによるものであります。

次に、１６款１項とも寄附金２目１節ともふるさと応援寄附金１００万円の増額補正は、ふ

るさと応援寄附条例に基づく寄附金の増で、４目教育費寄附金１節図書購入費寄附金３０万円

の増額補正は用途を図書購入に指定した寄附金の増であります。
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次に、１７款１項とも繰入金１目１節とも財政調整基金繰入金６,０００万円の減額補正

は、決算見込みを勘案し繰り入れを取りやめるもので、２目１節とも歌志内ふるさと応援基金

繰入金７９万５,０００円の増額補正は、平成２７年度のふるさと応援寄附金の実収入額に連

動するもので、３目１節とも過疎地域自立促進特別事業基金繰入金１８７万２,０００円の減

額補正は代替輸送関連事業に係る補償金の確定による繰入金の減であります。

１５ページをお開き願います。

１８款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金４,２２９万４,０００円の増額補正は、平成２

７年度繰越金の残額を追加補正するものであります。

次に、１９款諸収入３項貸付金元利収入５目１節とも奨学金貸付金収入９万６,０００円の

減額補正は、償還期間の延長による減であります。

次に、４項雑入３目１節とも過年度収入１万４,０００円の増額補正は、平成２７年度の児

童扶養手当給付費国庫負担金確定による追加交付であります。

４目介護サービス収入１節介護給付費収入２００万円の増額補正の内訳は、利用者の減によ

る通所介護費収入１００万円の減と利用者の増による特定施設委託料収入３００万円の増で、

２節自己負担金収入３０万円の増額補正は利用者の増による通所介護支援に係る自己負担金の

増であります。

６目１節とも地域支援事業収入４５６万２,０００円の減額補正は、空知中部広域連合から

の配分額の減によるものであります。

８目雑入４節医療費附加給付金４５万３,０００円の減額補正の内訳は、対象医療費の減に

伴う重度心身障害者分が９０万５,０００円の減、対象医療費の増に伴うひとり親家庭分が４

５万２,０００円の増であります。５節生活保護費返還金２５５万２,０００円の増額補正は、

決算見込みによる増であります。８節学校給食費保護者納入金６６万２,０００円の減額補正

の内訳は、給食数の減に伴う現年度分７５万２,０００円の減と、決算見込みによる滞納繰越

分の増９万円であります。９節建物損害共済収入１７万７,０００円の増額補正は、神楽岡改

良住宅の強風による屋根破損に係る共済金収入で、１０節自動車損害共済収入８４６万１,０

００円の増額補正は８月２０日の大雨により浸水被災した公用車３台分の共済金収入でありま

す。１２節雑入７２万３,０００円の減額補正の内訳は、金額の確定等による北海道市町村備

荒資金組合配分金が２０万７,０００円の減、宝くじ交付金収入が２８万２,０００円の減、中

空知広域水道企業団負担金が７２万２,０００円の減、広告掲載料が２０万７,０００円の減、

長寿・健康増進事業特別対策補助金が５０万円の増、行旅死亡人等遺留金の増が１９万５,０

００円であります。

次の２０款１項とも市債につきましては、第３表、地方債補正のところで御説明いたしまし

たので、省略させていただきます。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に、市営公共下水道特別会計補正予算

事項別明細書につきまして御説明いたしますので、下水道の７ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費１９節負担金補助及び交付

金６１万９,０００円の減額補正は、決算見込みに伴う中空知広域水道企業団負担金の減で、

２７節公課費５８万３,０００円の増額補正は消費税確定申告による増であります。

２目公共下水道事業費１３節委託料５４７万７,０００円の減額補正は、補助事業不採択に

よる沢町川浸水対策に係る調査設計委託料等の減で、１９節負担金補助及び交付金２３万５,

０００円の減額補正は石狩川流域下水道組合の建設事業費の確定に伴う負担金の減でありま
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す。

次に、２款１項とも公債費１目元金は財源区分の変更で、２目利子２３節償還金利子及び割

引料２７万６,０００円の減額補正は、利率確定に伴う減であります。

次に、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、５ページをお開き願い

ます。

２款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業費補助金１節社会資本整備総合交付金２００

万円の減額補正は、補助事業採択額の減によるものであります。

次に、３款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金８３６万７,０００円の減額補正

は、歳入歳出予算の調整により、一般会計に繰り戻すものであります。

４款諸収入１項２目１節とも雑入１０４万３,０００円の増額補正は、石狩川流域下水道組

合からの平成２７年度分の還付金であります。

５款１項とも市債につきましては、第２表、地方債補正のところで御説明いたしましたの

で、省略させていただきます。

次に、市営神威岳観光特別会計補正予算の事項別明細書を御説明いたしますので、神威岳の

５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款１項ともスキー場事業費１目スキー場運営費１１節需用費３０万１,０００円の減額補

正は、電気料の決算見込みによる減で、１４節使用料及び賃借料２０万６,０００円の減額補

正は契約単価の見直しによる土地借上料の減であります。１５節工事請負費７４万６,０００

円の減額補正は、リフト整備工事の入札減であります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１２５万３,０００円の減額補正は、歳入

歳出予算の調整により、一般会計に繰り戻すものであります。

次に、国民健康保険特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますので、

国保の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、３節職員手当等１３万７,０００円の減額補正

は人事異動に伴う職員手当の減で、２目広域連合負担金１,１６７万４,０００円の減額補正

は、決算見込みに伴う空知中部広域連合負担金の減であります。

次に、４款１項１目とも予備費３,９９８万４,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調整

であります。

５款１項とも基金積立金１目財政調整基金積立金２５節積立金１億５,０００万円の増額補

正は国民健康保険財政調整基金への積立金であります。

なお、７ページから１１ページは給与費明細書ですので御参照を願います。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項とも国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税１節医療給付費分現年課税分

２００万円の増、２節介護納付金分現年課税分１０万円の増、３節後期高齢者支援金分現年課

税分８０万円の増は、被保険者の増に伴うものであります。

２目退職被保険者等国民健康保険税１節医療給付費分現年課税分１４０万円の減、２節介護

納付金分現年課税分２０万円の減、３節後期高齢者支援金分現年課税分３０万円の減は、被保
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険者数の減少に伴うものであります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１億５,０７５万４,０００円の増額

補正は、保険基盤安定分の減が３４万６,０００円、財政安定化支援事業費分の増が１０５万

４,０００円、人件費、事務費分の増が３２万６,０００円、出産育児一時金分の減が２８万

円、国民健康保険事業財政調整基金分が１億５,０００万円であります。

次に、３款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金４１８万円の増額補正は、平成２７年度繰

越金の残額を追加補正するものであります。

次に、４款諸収入２項１目１節とも雑入２,２２３万９,０００円の増額補正の内訳は、平成

２７年度空知中部広域連合負担金の精算に伴う返還金が７,２１１万２,０００円の増、その他

雑入が４,９８７万３,０００円の減であります。

次に、後期高齢者医療特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますの

で、後期高齢の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金１９節負担金補助及び交付金４３５万７,

０００円の減額補正は、決算見込みに伴う後期高齢者医療広域連合負担金の減であります。

５款１項１目とも予備費１２万９,０００円の減額補正は歳入歳出予算の調整であります。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、３ページをお開

き願います。

１款１項１目とも後期高齢者医療保険料１節現年度分保険料２９６万４,０００円の減額補

正は、決算見込みに伴う保険料の減であります。

次に、２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計繰入金１５６万３,０００円の減額補正

は、歳入歳出予算の調整により、一般会計へ繰り戻すものであります。

次に、４款１項１目とも繰越金１節前年度繰越金４万１,０００円の増額補正は、平成２７

年度決算に伴う繰越金の皆増であります。

以上で、議案第９号から議案第１３号までの各会計補正予算の事項別明細書につきまして説

明を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 金子市立病院事務長。

○市立病院事務長（金子浩君） －登壇－

議案第１４号平成２８年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第２条に定めた事業の予定量を補正するもので、第２号中年間患者数の既決

予定量３万４,３１４人から２,７６３人減して３万１,５５１人に改め、その内訳は、入院患

者の既決予定量から２,２５２人減して１万７,４５８人に、外来患者の既決予定量から５１１

人減して１万４,０９３人に改めるものであります。

第３号中、１日平均患者数の既決予定量１１４人から８人減して１０６人に改め、その内訳

は、入院患者の既決予定量から６人減して４８人に、外来患者の既決予定量から２人減して５

８人に改めるもので、患者数は、１２月末の実績を勘案して調整するものであります。

第４号、主な建設改良事業中、イ、医療器械購入の既決予定量４,４８３万８,０００円から

２５８万６,０００円を減額して４,２２５万２,０００円に改めるものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入では、

第１款病院事業収益の既決予定額５億６,２９８万２,０００円に２,６５４万６,０００円を増
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額して５億８,９５２万８,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益の

既決予定額から４,０３９万５,０００円を減額して３億７,０６９万１,０００円に、第２項医

業外収益の既決予定額に６,６９４万１,０００円を増額して２億１,８８３万７,０００円に改

めるものであります。

支出は、第１款病院事業費用の既決予定額６億３,９０５万５,０００円から３,８７６万９,

０００円を減額して６億２８万６,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医

業費用の既決予定額から３,７５５万１,０００円を減額して５億９,２７２万９,０００円に、

第２項医業外費用の既決予定額から１２１万８,０００円を減額して７３５万７,０００円に改

めるものであります。

次ページをお開きください。

第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するものですが、資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１,０７７万１,０００円は、過年度分損益勘定留保資

金で補塡するものといたします。

収入では、第１款資本的収入の既決予定額６,７０４万５,０００円から１,３３５万７,００

０円を減額して５,３６８万８,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項企業債

の既決予定額から２６０万円を減額して４,１５０万円に、第２項出資金の既決予定額から９

０９万７,０００円を減額して１,０５１万３,０００円に、第３項他会計繰入金の既決予定額

から１６６万円を減額して１６７万５,０００円に改めるものであります。

支出は、第１款資本的支出の既決予定額６,７０４万５,０００円から２５８万６,０００円

を減額して６,４４５万９,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項建設改良費

の既決予定額から２５８万６,０００円を減額して４,４８４万９,０００円に改めるものであ

ります。

第５条は、予算第５条に定めた企業債の限度額を補正するもので、表中の限度額４,４１０

万円から２６０万円を減額して４,１５０万円に改めるものであります。

第６条は、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を補正

するもので、第１号、職員給与費の既決額３億９,５４２万２,０００円から２,９１０万１,０

００円を減額して３億６,６３２万１,０００円に改めるものであります。

第７条は、予算第８条に定めた一般会計からの補助金を「１億４,０７９万２,０００円」に

６,７１６万円を増額して、「２億７９５万２,０００円」に改めるものであります。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、１

ページをごらんください。

支出。

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の２,９１０万１,０００円の減額内訳は、（給

料）１節看護師給４５０万円の減、これは前年度退職した看護職員２名の後任を募集するも、

１名の応募者しかいなかったため１人分未採用となったことから給与費を減額するものであり

ます。

なお、未採用の看護職員は准看護師を嘱託職員として平成２８年７月より採用しておりま

す。

３節事務員給２０万円の減は、これは人事異動に伴う減額分であります。

（手当）４節看護師手当３６０万円の減は、先ほど看護師給で御説明いたしました未採用分

の看護師にかかわる期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、夜勤手当の減額分と看

護部門の時間外勤務手当の減額分であります。
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２ページをお開きください。

６節事務員手当３０万円の減は、先ほど事務員給で御説明いたしました人事異動に伴う扶養

手当、住居手当の減額分と、事務部門の時間外勤務手当の減額分であります。

７節賃金８１０万１,０００円の減は、初めに看護師賃金では外来病棟看護師の長期休暇等

の事態に備えるため予算を確保しておりましたが、現状の体制で推移できたことによる減額分

であります。

医療技術員賃金の減は、薬剤師の雇用日数減によるものです。

また、事務員賃金は、医療相談や入院患者受け入れ等にかかわる業務を賃金採用し行う予定

でしたが、現在の事務職員や訪問看護師で対応することとしたため減額とするものです。

労務員賃金は、看護助手を募集するも応募者がなく、不在の期間があったことと長期休暇等

の事態に備えるため予算を確保しておりましたが、長期休暇者がいなかったことから減額する

ものであります。

８節報酬２４０万円の減は、出張医師報酬では医師の予期せぬ休暇に備えるため予算を確保

しておりましたが、予定していた日数よりも休暇を取らなかったことから減額するものです。

嘱託職員報酬は嘱託医師の突発的な宿日直の手当を見込んでおりましたが、支出がなかった

ことと嘱託の准看護師の採用が平成２８年７月だったため、不在期間分を減額するものです。

９節法定福利費１,０００万円の減は、採用を予定していた看護職員及び賃金の看護師、事

務員、労務員の共済組合納付金等の減額分であります。

次に、２目材料費２節診療材料費の４５０万円の減は、入院患者の減に伴う材料費の減であ

ります。

次に、３目経費３９５万円の減額の内訳は、２節報償費２０万円の減、これは嘱託職員の准

看護師の採用が平成２８年７月だったことから、６月の報償金が支給されなかったことによる

減であります。７節光熱水費７０万円の減は電気料の単価の減によるものです。８節燃料費１

５０万円の増は、Ａ重油単価の増とＡ重油使用量の増によるものであります。１０節修繕費１

００万円の減は、建物等に係る修繕が少なかったことによる減であります。１２節賃借料１５

７万円の減は、医療器械等設備借上料で検査機器の購入に伴う減であります。在宅酸素濃縮器

借上料で、当初３人分の予定でしたが２人分の見込みにより減額するものであります。車両借

上料は出張医師送迎にかかわるハイヤー借上料の減であります。基準マット借上料は入院患者

数の減、エアーマット利用の減によるものであります。１３節通信運搬費２０万円の減、これ

は電話料の減であります。１４節委託料１００万円の減、これは検査委託料で検査外注の減に

よるものです。感染性廃棄物処理委託料は感染性廃棄物の減によるものです。医事業務等委託

料は、経理事務職員派遣の時間外分の減によるものです。１７節取替費６０万円の減は、基準

寝具取替費で入院患者数の減によるものです。

次に、２項医業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１２１万８,０００円の減額の内訳

は、１節企業債利息２１万８,０００円の減は企業債借入額及び利率の減によるものでありま

す。３節一時借入金利息１００万円の減は一時借入金がなかったことによる減であります。

次に、収入の御説明をいたしますので、１ページへお戻りください。

収入の１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益１節内科入院収益で４,２７０万１,００

０円の減は、入院患者数、診療単価が減となったことによるものであります。

次に、２目外来収益１節内科外来収益で２６０万６,０００円の増は、外来患者数は減とな

るも診療単価が増となったことによるものであります。

次に、３目２節ともその他医業収益で３０万円の減は、入院患者数の減により紙おむつ料、
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治療材料料が減になったことによるものです。

次に、２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金の６,７１６万円の増、この主

なものは、医師確保対策に要する経費として普通交付税市立病院算入分の単価が１床当たり４

万８,０００円アップしたことにより２８８万円と、病院事業収益をもって充てることができ

ない経費６,５００万円などを一般会計から繰り入れるものであります。

２目負担金交付金１節一般会計負担金の２１万９,０００円の減は、企業債利子の利子見込

み額の減によるものであります。

次に、資本的収入及び支出の説明をいたしますので、３ページをお開きください。

支出から御説明いたします。

１款資本的支出１項建設改良費１目資産購入費１節器械備品購入費の２５８万６,０００円

の減は、医療器械購入の入札減であります。

次に、収入の１款資本的収入１項１目１節とも企業債の２６０万円の減は、企業債対象事業

費の入札減によるものであります。

次に、２項１目とも出資金１節一般会計出資金９０９万７,０００円の減は、企業債元金償

還金のうち基準外繰り入れ分を減額したことによるものであります。

次に、３項１目とも他会計繰入金１節一般会計繰入金１６６万円の減額は、建設改良費の資

産購入費に係る基準外繰り入れ分を減額したことによるものであります。

なお、出資金及び他会計繰入金を減額したことによる収支の不足分は、過年度分損益勘定留

保資金で補塡することといたします。

次に、４ページから１１ページまでの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきま

して御説明いたしますので、１３ページをごらんください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は、既決予定額より６,５５

０万２,０００円減少した１,７４５万７,０００円となり、年度末の累積欠損金は８億５,９３

３万２,０００円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） ここで、１０分間休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

────────────────

午前１１時１８分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

これより、議案第９号平成２８年度歌志内市一般会計補正予算（第６号）について質疑に入

ります。質疑ありませんか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） ２点ほど質問させてください。

補正予算の６号ということで、議案の９号なのですが、まず、代替輸送バス運行経費補償金

ということで１００万２,０００円が減額補正されております。これの内容につきまして、先

ほどの説明では平成２８年度の確定に伴うということで説明がありました。この内容につきま

して質疑いたします。よろしくお願いいたします。

次に、３０ページでございます。国民健康保険特別会計繰出金ということで１億５,０００

万円という金額が、きのうの条例にもありました。そして、さらにそれが議案の第１２号のほ

うに繰り出されていくわけでございますが、この内容につきまして、まずはいままでやってい

るものが国に変わることによって、金額が変わる。それにあわせていくために突如あわせると
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支払いが大変になるのでということで、激減緩和という措置のためにこの基金をつくるのだと

いう内容でございました。

その流れにつきまして質疑いたしますが、まずは、一般会計のほうで全てそれが賄われるの

か、そして、きのうの条例をクリアして財源が出てきて、さらにそれが国民健康保険の財政調

整基金積立金となって１億５,０００万円。そして、その１億５,０００万円を持っていること

によって、どれぐらいまでの間で道とのすりつけができるようになるのか、それに対して、今

わかる範囲で答弁いただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 私のほうからは、１点目の代替輸送の関係で御答弁申し上げ

ます。

代替輸送につきましては補助事業ということで、補助金を受けて運行しております。その関

係で、対象期間につきましては平成２７年の１０月１日から平成２８年の９月３０日、これを

補助事業年度としております。この部分の赤字額が１,４４６万４,０００円となりまして、こ

の部分を砂川市さんと歌志内市のほうで協定に基づきまして振りわけた額が、歌志内市の負担

分が約９６１万円というふうになっております。これに基づきまして、当初予算一千幾らとい

うことで計上しておりましたので、その差額分につきまして今回減額をさせていただいたとこ

ろです。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 財政調整基金の１億５,０００万円の関係でございますけれど

も、まず、今回一般会計から繰り出ししていただいて、国保会計でそれを受け、その１億５,

０００万円を積み立てして基金に積み立てするという流れですけれども、きのうもちょっとお

話し出た中で、今現在、北海道で仮算定している１人当たりの標準保険料、これについては今

現在では３万８,８８０円、これが不足しているという状況でございます。

これから第３回目の算定が８月、それから本算定と、まだ２回ありますけれども、この３万

８,８８０円というのは、まだ確定した数字ではございません。現時点での第２回目の道の仮

算定の額でございますけれども、これのどちらにしても１人当たり、この金額が足りないとい

うことで、この金額を値上げ改正していくというような作業を、これから検討を進めていかな

ければならないということでございます。

その中で、毎年毎年保険税を被保険者からいただいて道に一括して負担金で納めるわけです

けれども、どうしても、その中で例えばこれからいろいろ何年に返すのか、幾らずつ返すのか

というのが、これからの検討になりますけれども、例えば一遍に値上げできないので、数年に

分けて値上げする関係上、どうしても毎年毎年その分北海道に払う負担金が足りなくなりま

す。そのための激変緩和措置としての１億５,０００万円をその不足額に充てるというところ

でございます。

それで、道とのすりつけ期間、まさに値上げの期間ということだと思いますけれども、これ

についてはまだ不足額が、今現在３万８,８８０円ですけれども、まだ確定していないという

ことで、これからの検討になります。例えば３万８,８８０円ですから、５年間でやれば１年

間に７,０００円か８,０００円ぐらいというようなことになるのか、そこら辺は期間とか毎年

幾ら上げるかというのは、もう少し不足額が道の仮算定が固まった時点で、そこら辺を詰めて

いきたいというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） バスのほうなのですが、それを決定するのが砂川と歌志内市とでとい
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うことなのですが、１０月１日から９月３０日までということを答弁されておりました。

このバスの件に関すると、ちょっと今回は災害のために走らなかった期間というのはあろう

かと思います。９月３０日ということになりますと、それが含まれるのかなという考えでいる

のですが、そういった流れで金額が変わるという、そんなことはあったのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） そのとおりでございます。今回災害で運行していない期間が

ございました。今回の補助事業年度でいきますと８月２０日から９月３０日まで、４０日間運

行しておりませんので、今回補填する額につきましては３２５日間分の運行経費につきまして

補填するような形になっております。

○議長（川野敏夫君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 期間が平成２７年の１０月１日、そして平成２８年の９月３０日まで

ということで、今の４０日間ということがわかりました。

それで、この１００万２,０００円の減額というのは、砂川と歌志内市ということなので

しょうけれども、その本数が減ったから、それ以外に何かあっての金額なのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） これの部分につきましては、去年と単純に比較しますと、３

２５日が３６５日あったと単純に比例計算しますと、大体ほぼ同額になります。１７万９,０

００円ぐらいふえるのですけれども、そういうことで考えますと、経費につきましても収入に

つきましても、ほぼ前年並みということになります。ただ、実際に運行した日数が４０日少な

いものですから、その関係で約１００万円程度減額になったというふうに考えております。

○４番（下山則義君） わかりました。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 何点かお聞きしたいと 思います。

まず、歳出の２８ページ、民生費の社会福祉費の中で、臨時福祉給付金の減額で６８万１,

０００円ということなのですけれども、先ほどの説明で執行減だという話をされておりまし

た。執行減ということは、多分給付を受け取りにきてない方々が多分いるのではないかなとい

うことで受け取ったのですけれども、その方々はどれぐらい、何人いるのか伺いたいと思いま

す。

二つ目ですね、３２ページ、これも民生費なのですけれども、介護保険費なのですけれど

も、平成２８年度から総合事業に介護保険が移行されているはずなのですけれども、この総合

事業開始に当たって、民間の事業者に対して、いろいろ支払いの方法だとか変わってきている

と思うのですけれども、その辺、平成２８年度は民間事業者への支払い分などは予算どおり

だったのか、その辺の増減がもしあったのだったら、今回の減額分の１,２３２万８,０００円

の中に、それが入っているのかをお聞きしたいと思います。

三つ目なのですけれども、４２ページの土木費、市営住宅建設事業費の３,５００万円の減

額ということで、入札減という説明だったのですけれども、結構大きな金額で入札減というこ

とになっております。どういった内容で入札の減額があったのかお伺いしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） １件目の２８ページの臨時福祉給付金の支給状況の関係につい

ての御質問でございます。

最終的に予算的には１,１５０名の予算を計上していたところでございます。実質対象者が
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１,０９８人という形になりまして、申請者が９２３人という結果になりました。そのため申

請をされてない方は１７５名という形になります。申請の率といたしましては、８４.１％と

いう結果でございました。

次に、３２ページの介護保険推進事業の経費についてでございますが、これにつきまして

は、介護保険事業会計の部分での空知中部広域連合、それから介護予防日常生活総合支援事業

の国保連の支払い等の関係でございます。これに対しての部分についての特に問題ということ

はなかったというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） それでは３番目の工事請負費３,５３５万３,０００円、市営住宅

の建設事業に対する減に伴う理由でございますが、この減については二つございまして、入札

に対する減もございますが、当初の建設時に想定いたしておりました支持地盤これが比較的浅

い地点で支持地盤が出たということでボーリングの結果から杭に対してそれらの費用が軽減で

きたということと、あと２棟をＶ型に建物を配置したことによりまして、建設面積７００平米

以下に抑えられたということから、消防用設備も不要になったということで、これらが大きな

減に対する理由でございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） まず、最初の臨時福祉給付金の件なのですけれども、１７５人分の受け

取りされていない方がいるということなのですけれども、この多分対象者に対して３,０００

円の給付だったと思うのですけれども、これ１７５人分はどういった理由が多くて受け取りに

来ていないのか、あと周知の仕方に何かわかりづらい手法があったのかどうなのかというその

辺の精査はどういうふうになっているのかを、お聞きしたいと思います。

あと三つ目の建設費の減なのですけれども、杭を打つ距離が浅くて済んだということで、大

きくその分が減額ということなのですけれども、その辺のそれを浅くして建物自体に問題はな

いのかとか、そういったことはどういうふうな基準でクリアされているのか、お聞きしたいと

思います。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 平成２８年におけます臨時福祉給付金の関係につきましては、

先ほど申し上げました臨時福祉給付金という形で本市に住民票がありまして市民税が課税され

てない方を対象として、先ほど申し上げました９２３人の方に支給したところでございます。

この臨時福祉給付金につきましては、平成２６年度から始まっている関係がありますので、

基本的に平成２６年、２７年もございましたけれども、ここで申請された方については、申請

書のほうに記載事項をこちらのほうで入れて、御本人のほうのお名前だけを書いておいて、あ

と関係書類、証明するものをつけるというふうな形の中で、事務の簡素化をしながらダイレク

トメールで期日に送っているところでございます。

また、各地域におきまして、臨時窓口を設けて申請を受け付けし、その後期日までに市役所

のほうで手続きをしていただくということをしておりました。

過去の部分につきましても、これまで８７％ぐらいでの臨時給付状況でありました。その時

の額は例えば６,０００円であったり、３万円であったりというところでの申請率なのですけ

れども、今回やはり３万円から３,０００円だったせいもあるのか、３％程度落ちているとい

う状況でありまして、細かい分析はしておりませんけれども、大体八十数パーセントぐらいで

推移をしているという状況というふうに思っております。
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また、あらゆる機会の中で、民生委員協議会さんですとか、町連の集まりの中でも各地域の

中で、まだ未申請の方がいらっしゃらないようにということでＰＲをしているところでありま

すけれども、新年度もございますので、またその辺につきましては、お声をかけていきたいと

いうふうに思っております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 基礎形態のことでございますけれども、地盤が傾斜になっており

まして、その傾斜も支持層が岩盤ということでございます。したがいまして、左右杭の長さは

もちろん違いますが、一部で岩盤が浅く出ておりますので、直接それに建物を乗せるというこ

とになります。杭は支持杭と摩擦杭というのがございまして、摩擦は周りの土の摩擦力で支持

するということでございますが、この現場は直接杭で岩盤の上に基礎が垂直に乗っかる形で

す。

一方、岩盤が早目に出た部分につきましては、岩盤の上に砂利を敷いてコンクリートを打つ

ということで、直接支持層まで建物が耐えられるということで、安全率も見ておりますので大

丈夫でございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第９号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１０号平成２８年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１０号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１１号平成２８年度歌志内市営神威岳観光特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。
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これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１１号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１２号平成２８年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１２号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１３号平成２８年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１４号平成２８年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について質

疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１４号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

議案第１５号から議案第２０号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第９ 議案第１５号より日程第１４ 議案第２０号まで一括議題

といたします。

この件について、一括提案理由の説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

議案第１５号から議案第２０号まで、提案いたしました平成２９年度歌志内市各会計歳入歳

出予算につきまして、会計別にその概要を御説明いたします。

１、予算の総額は、一般会計４４億５,８００万円、市営公共下水道特別会計２億９,９４０

万円、市営神威岳観光特別会計１,９００万円、国民健康保険特別会計１億７,１２０万円、後

期高齢者医療特別会計８,２８０万円、合計５０億３,０４０万円。病院事業会計６億４,４６

０万円、総計５６億７,５００万円であります。

一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ２億１,９２０万円、４.６％の増であり

ます。また、病院事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ１億５,７７０万円、２.９％

の増であります。

２、一般会計につきまして御説明いたします。

本年度の予算編成は、昨年度からスタートした歌志内市総合計画の基本理念である「みんな

で創る笑顔あふれるまち」の実現、さらには、総合計画と同時期に策定した「歌志内市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」で掲げる目指すべき姿「オンリーワンの子育てと教育による人づ

くりを大切にするまち」を目指し、重点プロジェクトをはじめ、前期４年間に集中してまちづ

くりを進めるため、「子どもを産み育てやすい環境の整備」、「魅力ある産業づくりと地域振

興」及び「住民生活の安全確保と住民福祉の充実」を基本としながらも、事業の「選択と集

中」により限られた財源を効果的に活用し、身の丈にあった健全な財政運営を推進することを

主眼に予算編成いたしました。

「子どもを産み育てやすい環境の整備」につきましては、今後も少子化の進展が予想される

中、幼保連携による認定こども園の新築をはじめ、児童生徒の修学旅行費全額助成や中学生の

大学訪問事業を新たに実施するほか、公的学習塾としてのチャレンジキャンパスや子育て支援

ごみ袋支給事業のほか、１８歳までの子ども医療費無料化の継続などにより子育て世帯の負担

軽減と教育の充実を図ってまいります。

「魅力ある産業づくりと地域振興」につきましては、獣害対策用フェンス設置や苗木の新植

など、ワイン用ぶどう試験栽培事業の本格的な栽培を開始するとともに、市民ニーズの高いプ

レミアム付き商品券発行事業や道の駅を拠点とした観光情報発信事業、観光施設活性化推進事

業への支援などを継続実施してまいります。

「住民生活の安全確保と住民福祉の充実」につきましては、橋梁の危険箇所改修に向けた近

接目視点検を実施するほか、消防指揮広報車の配備や水害等の災害に備え土のうステーション

を設置、さらに防災資機材の充実を図るほか、市営住宅の暖房・給湯設備の更新に着手すると

ともに、屋根無落雪化等を継続して実施してまいります。また、市営住宅の集約化に向けた解

体除却や移転補償を推進し、コンパクトなまちづくりを進めてまいります。
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このほか、新たな事業としましては、市民の健康増進と健康寿命の延伸を目指し、がん検診

のワンコイン化（自己負担額５００円）、認知症総合支援事業の開始に合わせ認知症地域支援

推進員を新たに配置するほか、介護予防普及啓発事業に取り組むとともに、高齢者肺炎球菌ワ

クチン接種無料化や子供のインフルエンザ任意予防接種全額助成を継続実施してまいります。

また、投資的事業としましては、本町川沿線道路改良舗装、小規模治山事業や中村８号線災

害復旧、郷土館外壁塗装などを行います。

予算総額は４４億５,８００万円で、前年度当初に比べ２億６,３００万円、６.３％の増と

なりました。

以下、歳出につきましては、各会計予算資料（１１ページ）第４表「一般会計歳出予算款別

性質別分析表」により、また、歳入につきましては款別にそれぞれ御説明いたします。

（1）人件費は９億５,９５３万８,０００円で、総額の２１.５％を占め、前年度当初より７

１７万３,０００円、０.７％の減であり、この主な要因は嘱託職員の退職等に伴う委員等報酬

１９３万４,０００円及び退職手当組合納付金の追加納付が、本年度は生じないことにより９

３１万５,０００円の減などであります。

主な内容は、議員報酬３,２９４万３,０００円、委員等報酬５,６１０万５,０００円、市長

等特別職給与３,０８１万８,０００円、職員給５億９,４３３万７,０００円、共済組合等納付

金１億４,６６７万７,０００円、退職手当組合納付金８,３９２万７,０００円であります。

（2）物件費は６億２７３万８,０００円で総額の１３.５％を占め、前年度当初より７,２０

５万４,０００円、１３.６％の増であり、この主な要因は電算システム運用経費に係る総合行

政システムクラウド化に伴うシステム利用手数料５９１万１,０００円及び認定こども園新築

に伴う備品購入費２,１６９万３,０００円の皆増などであります。

主な内容は賃金４,３７０万５,０００円、需用費１億１,１０３万３,０００円、役務費５,

４２０万５,０００円、委託料３億２,７８１万６,０００円であります。

（3）維持補修費は４,９８８万３,０００円で、総額の１.１％を占め、前年度当初より１３

２万１,０００円、２.７％の増であります。

この主な要因は、河川一般経費１０１万６,０００円の増などであります。

（４）扶助費は６億７,１６８万３,０００円で総額の１５.１％を占めており、前年度当初

より３,９８４万４,０００円、５.６％の減であります。

この主な要因は、生活保護事業４,７０４万４,０００円の減となる一方、障害者福祉サービ

ス給付事業５４８万８,０００円及び児童福祉サービス給付事業５３３万円の増などでありま

す。

主な内容は、障害者福祉サービス給付事業２億４,０９０万５,０００円、医療福祉助成事業

２,３２８万５,０００円、老人福祉施設措置費６,１４７万７,０００円、生活保護事業２億

６,６３２万９,０００円、児童手当２,５０３万円、児童扶養手当１,８１１万９,０００円で

あります。

（５）補助費等は４億４,１６４万９,０００円で総額の９.９％を占め、前年度当初より１,

８４１万円、４.３％の増であります。

この主な要因は、臨時福祉給付金給付事業１,７２５万円及び介護保険推進経費８１９万円

の増などであります。

補助費等の内訳は、負担金・寄附金２億９,５９２万４,０００円、補助・交付金１億１,１

５５万８,０００円、その他（報償費等を含む）３,４１６万７,０００円であります。

なお、明細につきましては、各会計予算資料（１３ページ）第５表「各会計負担金補助及び
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交付金調」に記載のとおりであります。

（６）普通建設事業費は６億２,８７３万６,０００円で総額の１４.１％を占め、前年度当

初より１億１,９６１万７,０００円、２３.５％の増であります。

この主な要因は、認定こども園整備事業３億６,７６７万５,０００円及び市営・改良住宅ボ

イラー取替２,１５０万３,０００円の増などであります。

補助事業は８,９２０万円で、主なものは、補助小規模治山１,１００万９,０００円、改良

住宅解体除却６８０万６,０００円、改良住宅屋根改修３,８５６万円、市営住宅屋根外壁塗装

２,９６１万３,０００円。

単独事業は５億３,９５３万６,０００円で、主なものは、ワイン用ぶどう試験栽培地フェン

ス設置１,６８０万５,０００円、本町川沿線道路改良舗装２,５７１万５,０００円、消防指揮

広報車９１３万４,０００円。

なお、明細につきましては、各会計予算資料（２２ページ）第６表「各会計事業費調」に記

載のとおりであります。

（７）災害復旧事業費は１,３３５万８,０００円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上

しております。

（８）公債費は５億８２万５,０００円で総額の１１.３％を占め、前年度当初より２,９９

１万９,０００円、６.４％の増であります。

内訳は、一般債元利償還金５億８２万４,０００円、一時借入金利子１,０００円でありま

す。

（９）積立金は５５６万９,０００円で、前年度当初より２０４万５,０００円、５８.０％

の増であります。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第７表「積立金調」に記載のとおりで

あります。

（１０）投資及び出資金は１,００２万円で、前年度当初より３０７万４,０００円、２３.

５％の減であります。

明細につきましては、各会計予算資料（２７ページ）第８表「投資及び出資金調」に記載の

とおりであります。

（１１）貸付金は３,１２０万円で、前年度当初より２８万４,０００円、０.９％の増であ

ります。

明細につきましては、各会計予算資料（２８ページ）第９表「貸付金調」に記載のとおりで

あります。

（１２）繰出金は５億２,８８６万１,０００円で総額の１１.９％を占め、前年度当初より

５,２７８万９,０００円、１１.１％の増であり、この主な要因は、病院事業会計６,３１５万

円の増、神威岳観光会計７４０万円及び下水道会計繰出金８６７万６,０００円の減などによ

るものであります。

明細につきましては、各会計予算資料（２８ページ）第１０表「繰出金調」に記載のとおり

であります。

（１３）予備費は１,３９４万円を計上しております。

以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、歳入につきまして、各会計予算資料（１ペー

ジ）第１表「各会計歳入歳出前年度款別対比表」により御説明いたします。

○議長（川野敏夫君） 説明の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５９分 休憩
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────────────────

午後 ０時５５分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

説明を求めます。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

（１）自主財源である市税は２億１９９万１,０００円で総額の４.５％を占め、前年度当初

より４１１万４,０００円、２.０％の減であります。

明細につきましては、各会計予算資料（７ページ）第２表「市税予算前年度対比表」に記載

のとおりでありますが、主な内訳として、市民税は１億３７０万２,０００円で、前年度当初

より１５２万７,０００円、１.５％の減であります。個人市民税は人口減少などに伴い８,９

８６万６,０００円で、前年度当初より７０万７,０００円、０.８％の減であり、法人市民税

は、各事業所の申告額減少などにより８２万円の減となっております。

固定資産税は６,０１１万円で、前年度当初より１８４万１,０００円、３.０％の減であ

り、この主な要因は、家屋が４５万６,０００円の減、償却資産が１２４万７,０００円の減な

どによるものであります。

軽自動車税は６７５万４,０００円で、前年度当初より８９万６,０００円、１５.３％の増

であり、この主な要因は、経年車重課車両の増などによるものであります。

市たばこ税は２,１７５万３,０００円で、前年度当初より１７３万４,０００円、７.４％の

減であり、この主な要因は、申告本数の減少によるものであります。

入湯税は７５７万２,０００円で、前年度当初より９万２,０００円、１.２％の増であり、

この主な要因は、日帰り入湯客数の増加によるものであります。

（２）地方譲与税は１,９００万円で、前年度当初より２０万円、１.０％の減となってお

り、この内訳は、地方揮発油譲与税が６００万円で５０万円の増、自動車重量譲与税が１,３

００万円で７０万円の減であり、平成２９年度地方財政計画等を勘案して計上したものであり

ます。

（３）利子割交付金は２３万円で、前年度当初より２５万円の減であります。

（４）配当割交付金は７７万円で、前年度当初より２３万円、２３.０％の減であり、地方

財政計画等を勘案して計上したものであります。

（５）株式等譲渡所得割交付金は６４万円で、前年度当初より７万円、１２.３％の増であ

り、地方財政計画等を勘案して計上したものであります。

（６）地方消費税交付金は６,７３０万円で、前年度当初より６６０万円、８.９％の減と

なっております。

（７）自動車取得税交付金は３１０万円で、前年度当初より７０万円、２９.２％の増であ

り、平成２９年度地方財政計画等を勘案して計上したものであります。

（８）地方特例交付金は１４万円で、前年度当初より６万円の減であります。

（９）地方交付税は２４億６,０００万円で総額の５５.２％を占め、前年度当初より８,０

００万円、３.４％の増となっております。内訳は、普通交付税が１８億３,０００万円で、前

年度当初より８,０００万円、４.６％の増、特別交付税は６億３,０００万円で、前年度当初

と同額となっております。

なお、普通交付税につきましては、平成２７年国勢調査での人口速報値が前回調査と比べ８

００人減の３,５８７人となったことから、前年度の基準財政需要額のうち測定単位を人口と
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する経費を大幅に減額として見込み計上していたものを、交付実績等を勘案し計上いたしまし

た。

（１０）交通安全対策特別交付金は１,０００円で、科目設置のため計上いたしました。

（１１）分担金及び負担金は２,９６３万５,０００円で、前年度当初より４６９万４,００

０円、１８.８％の増であり、この主な要因は、入所者数の増加に伴う老人福祉施設入所負担

金４５７万１,０００円の増などによるものであります。

内訳は、老人福祉費負担金３０３万５,０００円、老人福祉施設入所負担金２,４５０万４,

０００円、児童福祉費負担金２０９万６,０００円であります。

（１２）使用料及び手数料は２億２,３１１万４,０００円で総額の５.０％を占め、前年度

当初より１５８万８,０００円、０.７％の減であり、この主な要因は、人口減少に伴う住宅使

用料１２７万１０００円の減などによるものであります。

主なものは、職員宿舎使用料１０２万３,０００円、誘致企業向け住宅使用料３２４万円、

住宅使用料１億９,９１２万２,０００円、駐車場使用料３４０万２,０００円、戸籍・住民・

証明等手数料２８２万３,０００円、ごみ処理手数料１,０８２万５,０００円、し尿等処理手

数料１２２万円であります。

（１３）国庫支出金は４億３,８９２万７,０００円で総額の９.８％を占め、前年度当初よ

り６３３万１,０００円、１.４％の減であります。

この主な要因は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金１８２万２,０００円が皆

減、生活保護費負担金３,５２８万６,０００円及び社会資本整備総合交付金４７６万円が減と

なる一方、臨時福祉給付金給付事業費補助金１,８５５万円の増などによるものであります。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金１億２,１３７万２,０００円、生活保護

費負担金１億９,９５９万３,０００円、児童手当負担金１,７１６万３,０００円、児童扶養手

当負担金６０３万９,０００円。

補助金の主なものは、住宅地区改良事業費交付金２,２８５万８,０００円、社会資本整備総

合交付金１,８５０万円。

委託金の主なものは、社会福祉費委託金１３６万１,０００円であります。

（１４）道支出金は１億４,０４９万４,０００円で、前年度当初より３１万円、０.２％の

増であります。

この主な要因は、参議院議員選挙費委託金６１０万円が皆減となる一方、駐車公園清掃業務

委託金２０６万４,０００円及びポケットパーク管理委託１３０万７,０００円の増などによる

ものであります。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金６,０６８万６,０００円、生活保護費負

担金１,２４７万８,０００円、保険基盤安定等負担金２,７４１万５,０００円、児童手当負担

金３９３万円。

補助金の主なものは、身障者福祉費補助金７２６万円、治山事業費補助金５５０万円。

委託金の主なものは、徴税費委託金４２６万６,０００円、駐車公園清掃業務委託金４５１

万５,０００円。

交付金の主なものは、権限移譲事務費交付金２０万５,０００円であります。

（１５）財産収入は１,１４３万４,０００円で、前年度当初より２８１万６,０００円、１

９.８％の減であり、この主な要因は土地貸付収入（住宅）２６７万円の皆減などによるもの

であります。

主なものは、土地貸付収入５７０万８,０００円、建物貸付収入１３５万８,０００円、土地
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売払収入４３４万６,０００円であります。

（１６）寄附金は４００万２,０００円で、前年度当初より２００万円、９９.９％の増であ

り、主なものは、ふるさと応援寄附金２００万円の増であります。

（１７）繰入金は２億２,３５４万８,０００円で、前年度当初より１億２,５０９万８,００

０円、１２７.１％の増で、この主な要因は、財政調整基金１億８,０００万円の増などによる

ものであります。

内訳は、財政調整基金繰入金１億８,０００万円、歌志内ふるさと応援基金繰入金４００万

円、過疎地域自立促進特別事業基金繰入金３,７５３万１,０００円、敷金基金繰入金２０１万

７,０００円であります。

（１８）繰越金は２,４００万円で、前年度決算見込額を勘案して計上したものでありま

す。

（１９）諸収入は２億５２７万４,０００円で総額の４.６％を占め、前年度当初より３,９

２８万３,０００円、１６.１％の減であり、この主な要因は、空知産炭地域振興助成金６,０

８０万円、及び後期高齢者医療広域連合人件費負担金の皆減となる一方、分収造林費収入５８

６万７,０００円及び地域支援事業収入１,３０９万２,０００円の増などによるものでありま

す。

主なものは、貸付金元利収入３,０３９万１,０００円、うち中小企業振興保証融資貸付金元

金収入３,０００万円、介護サービス収入３,９７３万４,０００円、地域支援事業収入５,０９

９万５,０００円、雑入７,５７０万３,０００円、うち、学校給食費保護者納入金９２２万４,

０００円、中空知広域水道企業団負担金７６７万４,０００円、中・北空知棄物処理広域連合

負担金４,９３０万３,０００円であります。

（２０）市債は４億４４０万円で総額の９.１％を占め、前年度当初より１億１,１６０万

円、３８.１％の増であります。

市債区分は、総務債、過疎地域自立促進特別事業８２０万円、民生債、認定こども園整備事

業２億７,０２０万円、土木債、本町川沿線道路改良舗装工事１,８００万円、消防債、消防指

揮広報車整備事業７２０万円、災害復旧事業債、公共土木施設災害復旧事業１,０８０万円、

臨時財政対策債、臨時財政対策債９,０００万円であります。

３、次に、市営公共下水道特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は２億９,９４０万円で、前年度当初に比べ２,５２０万円、７.８％の

減であり、この主な要因は、公債費償還金の減によるものであります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８６１万７,０００円、物件費は３万２,０００円、補助費等は３,１８３万７,００

０円であります。

普通建設事業費は２,４９８万８,０００円で、調査設計委託料６４３万８,０００円や雨水

浸水対策１,０５０万円、公共下水道事業（単独分）４８３万９,０００円のほか、石狩川流域

下水道中部処理区建設事業負担金として３２１万１,０００円を計上いたしました。

公債費は２億３,３７３万６,０００円で、総額の７８.１％を占めており、予備費は１９万

円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

使用料及び手数料は下水道使用料７,４７２万円で総額の２５.０％を占め、前年度当初より

２５２万４,０００円、３.３％の減となっており、国庫支出金は、社会資本整備総合交付金７

５０万円であります。



─ 57 ─

繰入金は、一般会計繰入金１億９,８４７万８,０００円で総額の６６.３％を占め、前年度

当初より８６７万６,０００円、４.２％の減となっており、諸収入は２,０００円を計上して

おります。

市債は１,８７０万円で総額の６.２％を占め、前年度当初より１,５００万円、４４.５％の

減であります。

内訳は、流域下水道事業債２７０万円、資本費平準化債１,６００万円であります。

４、次に、市営神威岳観光特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は１,９００万円で、前年度当初に比べ７４０万円、２８.０％の減であ

り、この主な要因は、普通建設事業費の減によるものであります。

歳出から性質別に御説明いたします。

物件費は９１６万３,０００円、維持補修費は６０万円、補助費等は５万７,０００円であり

ます。

普通建設事業費は６３６万３,０００円で、前年度当初より８５５万１,０００円、５７.３

％の減であり、この主な要因は、スキー場リフト整備１,４３５万４,０００円が減となる一

方、ろ過器整備４２８万８,０００円の皆増などであります。

公債費は２７２万７,０００円で、前年度当初とほぼ同額となっており、予備費は９万円を

計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

繰入金は、一般会計繰入金１,９００万円で、前年度当初より７４０万円、２８.０％の減で

あります。

５、次に、国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は１億７,１２０万円で、前年度当初に比べ１,１６０万円、６.３％の

減であります。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８４９万８,０００円、物件費は２５９万７,０００円であります。

補助費等は１億５,９９３万円で総額の９３.４％を占めており、この主な内容は、医療費、

後期高齢者支援金等の空知中部広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１７万４,０００円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

国民健康保険税は４,７４４万９,０００円で総額の２７.７％を占めており、これは国民健

康保険に要する費用に充てるための医療給付費分３,５４５万７,０００円、後期高齢者医療制

度の財源を支援する後期高齢者支援金分９３８万５,０００円及び介護納付金の納付に要する

費用に充てるため、第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分２６０万７,０００

円であります。

繰入金は４,６１３万１,０００円で総額の２６.９％を占めており、この内訳は保険基盤安

定負担金分、財政安定化支援事業分及び広域連合共通経費分等であります。

繰越金は４,０００万円で総額の２３.４％を占めており、前年度決算見込額を勘案して計上

しております。

諸収入は３,５７３万２,０００円で総額の２０.９％を占めており、前年度当初より１,４１

４万３,０００円の減で、財政調整分の減によるものであります。

６、次に、後期高齢者医療特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は８,２８０万円で、前年度当初に比べ４０万円、０.５％の増でありま
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す。

歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は８１１万６,０００円、物件費は６３万１,０００円であります。

補助費等は７,３８７万２,０００円で総額の８９.２％を占めており、この主な内容は、保

険料、人件費等の北海道後期高齢者医療広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１８万円を計上しております。

次に、歳入につきまして御説明いたします。

広域連合が決定する保険料を７５歳以上の被保険者から徴収する後期高齢者医療保険料は

５,０５７万５,０００円で総額の６１.１％を占めております。

繰入金は３,１８１万７,０００円で総額の３８.４％を占めており、この内訳は、保険基盤

安定負担金分、広域連合共通経費分等であります。

諸収入は４０万８,０００円を計上しております。

７、次に、病院事業会計につきまして御説明いたします。

初めに、予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

本年度の年間患者数は３万２,１７８人で、内訳は、入院患者数が１万８,２５０人、外来患

者数が１万３,９２８人であります。

次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は５億９,４５５万８,０００円、支出予定額は６億１,４２６万１,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では、医業収益３億７,０９８万円、医業外収益２億２,

３５７万８,０００円を計上いたしました。

一方、支出では、医業費用６億６８１万２,０００円、医業外費用７２４万９,０００円、特

別損失１０万円、予備費１０万円を計上しております。

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は２,１２１万１,０００円で、この内訳は、企業債６８０万円、出資金１,３０

２万９,０００円、他会計繰入金１３８万２,０００円であります。

支出予定額は３,０３３万９,０００円で、この内訳は、建設改良費９４６万５,０００円、

企業債償還金２,０８７万４,０００円であります。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９１２万８,０００円につきましては、過年

度分損益勘定留保資金で補填するものであります。

次に、貸借対照表につきまして御説明いたします。

本年度末における資産の総額は９億２,３４３万円であり、負債は４億７,５７５万９,００

０円、資本は４億４,７６７万１,０００円で、負債資本の合計は９億２,３４３万円でありま

す。

予定キャッシュフロー計算書につきましては、業務活動では２,７６２万３,０００円の増

額、投資活動では７０３万７,０００円、財務活動では１４０万９,０００円がそれぞれ減額と

なり、資金増減額は総額で１,９１７万７,０００円の増額となる予定であります。資金期首残

高は３億５,２１８万１,０００円と見込んでおりますので、資金期末残高は３億７,１３５万

８,０００円となる予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算から２,３８２万４,０００円の純損失が予定され、平成２８

年度末における累積欠損金が８億５,９３３万２,０００円見込まれますので、平成２９度末に

おける累積欠損金は８億８,３１５万６,０００円になる予定であり、本年度も病院事業の経営

は一層厳しいものとなります。
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以上、平成２９年度における各会計の歳入歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたしま

した予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（川野敏夫君） これより、議案第１５号より議案第２０号まで一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 昨日の市政執行方針からつながって、平成２９年度の予算ということに

なっております。

市長が２期目も最初の１年目ということで大事な方針と予算という形になると思います。

また、今後、４年間それからそれ以降のスタートとしてもかなり大きな指針となる今年度の

予算ではないかなと思うのですけれども、そのために住民目線で行政運営が今回のこの予算に

どれだけ濃い内容で反映されたと、市長はどういうふうにとらえているのかをお聞きしたい思

います。

あともう一つ、この新年度予算をやり切るためには、やっぱり市民と議会私たちの力も当然

必要だとは思っております。それ以上にやっぱり市職員の連携というのが必要になってくるの

ではないかなと思うのですよね。そのためにも庁舎内での横のつながり、職員の話をきちんと

聞きながら新年度予算を実行できるようにということで、していかなければならないと思うの

ですけれども、その辺どういうふうにお考えかお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 平成２９年度予算ということで、関連して質問いただいたのですけれ

ども、新しい年次から皆さんにお話ししているのは、新しいまちづくりをスタートさせるので

すよということを申し上げてきたつもりでございます。

この新しいまちづくりというのは、御承知のとおり総合計画に基づいて、これをベースとし

てしっかり取り組んでいきたいというのが私の思いでございます。

この総合計画というのは、御承知のとおり市民の皆さん、あるいは各団体等々から、たくさ

んの皆さんに参加していただきましてつくり上げていただいたものでございます。これを着実

に実行していくのが私の使命ではないかと、そのように考えております。

したがって、今年度の予算もこの総合計画から基づく新年度事業として向こう４年間を見据

えた事業、そのスタートの年としてまず予算編成をしたというふうに理解しております。

この中身については、ハードもございますけれども、ソフト面でも市民の皆さん、あるいは

多くの職員の皆さんからいろいろな事業が提案されております。こういうものの中で必要性を

認めたもの、これから市民に対して必要ととらえたものについて、新たな事業としてここに計

上しているものも多くございます。

こういうことで、身の丈に合ったと、いつも表現しておりますが、着実に一歩一歩歌志内の

皆さんが住んでてよかったなと、まちが変わってきたなと、希望を持たせるようなそういう事

業を一つずつ進めていきたいと、そういう思いでございます。

ただし、一遍にたくさんやりたいことはあるのですけれども、やはり財政運営というものを

慎重に進めながら、一歩一歩進めていくのが我々の仕事だろうなと。ようやく落ち着いたとい

うところで、また後戻りをしたくないというのが本音でございます。

内容として、きょうここまでいろいろな議論がございましたが、毎年御指摘される部分とし

ては病院の経営、あるいは今回大きな問題として今年から来年に向けて慎重に議論していかな

ければならないと思う国保事業の問題、こういうもののことも先行きとらえながら着実に一歩

一歩前に進んでいきたいと。こういう思いで今回の予算を編成したというところでございま



─ 60 ─

す。

それから、２点目の職員の力が必要だろうと、当然御指摘のとおりでございます。現在いろ

いろな事業が進められてございますが、従来のような縦割りのような事業の議論ということ

で、現在庁内では進んでおりません。関係のある所管は横の連携をとりながら、その所管同士

でそれぞれが話し合いをして一つの議論をする場を設定する。必要があればそこに副市長が

入って、より多くの職員に入っていただいて議論をすると。ケースバイケースで、より多くの

いろいろな立場の職員の皆さんの意見が反映されるような、そういう都度組織づくりをしなが

ら対応しているというケースもございますので、一つの事業も職員全体でとらえていくと、そ

ういう思いでこれからも取り組んでまいりたいと、そのように考えております。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第１５号より議案第２０号までについては、会議規則第３６条第１項の規定により、条

例予算等審査特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号より議案第２０号までは、条例予算等審査特別委員会に付託する

ことに決定いたしました。

散 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 １時２６分 散会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 川 野 敏 夫

署名議員 山 崎 瑞 紀

署名議員 女 鹿 聡


